
佐賀県は、令和 5年 1月 6日に、県内がインフルエンザの流行期に

入ったと発表しました。県内が流行期に入るのは、新型コロナウイルス

感染拡大前の 2019年～20年の冬以来、3年ぶりです。 

本校でもインフルエンザの感染者が報告されています。感染症の基本

的な感染予防行動はどれも同じ。長い間言われているため、悪い意味で

の“慣れ”が出ている様子も見受けられます。いまいちど気を引き締め、

元気に過ごすための取り組みを続けてほしいと思います。 

「発症した後 5日間を経過し、かつ、解熱した後 2日を経過するまで」 

＊学校保健安全法施行規則第 19条より 
・・・出席停止となります。 

※発症日…病院を受診した日ではなく、インフルエンザ様症状（38度以上の発熱等）が始まった日のこと。 

※解熱日…１日のうちどこで測定しても平熱である日のこと。一日の中で発熱と解熱が両方あった場合は、

発熱日となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月１日 

唐津青翔高等学校 保健室 

ついこの間、年を越した気がしますが、あっという間に 2 月！寒さも本格的に厳し

くなり、「さむー！」と言いながら保健室に来る生徒が増えました。「制服の下に１枚

しか着てない！」という生徒もいて、「そりゃ寒いわ！」とツッコミたくなるときも。

制服の下に服を重ねて着たり、カイロを持ってくるなど寒さ対策を行い、体調を崩

さないようにしましょう！ 

インフルエンザの出席停止期間について 

 

例 

１ 

 

発症後 5日を経過するまでは、解熱していても出席停止です。 

解熱した日によって出席停止期間は延長されるので注意してください。 

例 

２ 



インフルエンザを発症した場合は、「出席停止報告書」と「処方箋のコピー」を提出していただく必要が

あります。「出席停止報告書」は保健室にあるので、出席停止が明けた際に保健室より生徒本人にお渡し

します。保護者様が記入し、提出をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花粉症の季節がやってきました 

 


